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第１回 埼玉県川の再生研究会 議事録 

                 日 時：2013 年 6 月 9 日 14 時 30 分～ 

                 会 場：浦和コムナーレ（パルコ 10 階） 

  

                   議 事 録 

司会進行 代表委員 川村ヒサオ（高麗川ふるさとの会） 

川村司会者：では、第一部総会に引き続き、第二部埼玉県川の再生交流会を開催いたします。 

総会前の代表委員会議の中で、研究会を市民だけの参加ではなく、産官学民の協働運営型「川の

再生研究会」を作っていこうという気運がありました。資料-1（総会採択済み）で小林代表委員が

説明しました様に、市民だけでもなく、行政だけでもなく、業界や専門家などの方々も含めた研究

会が必要と、代表委員会の中で意見が集約されました。 

そこで、地域間相違、河川形態の違いで話が合わない、バラバラな意見が出たり、ギャップがあ

ることを感じる諸問題を、思いつきではなく共通課題として意見交換を行っていける、３分野での

研究会創設を行うことになりました。 

それでは、３分野の研究会の進め方を、３人の代表理事に述べて頂くこととします。 

 

Ⅰ．埼玉県川の再生研究会の進め方について 

 １．都市河川、都市排水路の川の再生 

大石昌男代表委員：埼玉県の半分以上は、都市河川であり、頑強に自説を述べて分野別にしました。

都市河川再生を行わなければならないことを痛感したのは、大阪の都市河川で 1600 箇所の三面護

岸の中にもメダカが生息している報告を知り、戸田市で体験した三面張り護岸でも可能性があると

思うようになった。手法は、中流域・中小河川の多自然川づくりとは違う方法だと思っている。 

    （1）都市河川（排水路・用水路を含む）は、雨水排水路機能と下水排水の機能を合わせ持つ。 

    （2）自然的な川の存在すら否定され、水質悪化と、魚も生きられない川となった。 

    （3）住宅と車道が優先され、「川」の機能は、排水（治水）に限定されている。 

    （4）ここから人々の営みと工夫によって、自然生態系のひとかけらを回復し、まちづくりと水辺

再生への取組みを始める。 

以上を目指した提言は、次の資料-2（都市河川排水路部会の提言案）を参照して下さい。 

 

 ２．多自然川づくり 

小林代表委員：狭山市の不老川で、本日生き物調査を実施してきましたが、10ｃｍ級のオイカワなど

の魚類が多く採集されました。子供が遊べて魚がすめる川づくりへ向けて、活動ビジョン（案）＝

資料-3 があります。これらを参考に、川の再生研究会（多自然川づくり・自然共生法）の活動ビジ

ョンを述べさせて頂きます。 

 

 ３．源流保全について 

山本代表委員：荒川流域水環境シンポジウムは、源流域の活性化を目途として開催されてきた。秩父

の大滝には研修・見学・宿泊施設（県立森林科学館）があり、広く減流域の啓発や環境教育に適し

た所である。これら減流域の再生・保全市民活動を資料-4 に取りまとめたので、参考にしながら報

告いたします。 

    特に源流活性化の事例としては、山梨県小菅村「多摩川源流研究所」・奈良県川上村「都市農村交

流促進の館」などが非常に参考になります。 
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Ⅱ．来賓ご紹介とご挨拶（県行政と建設業界） 

1．埼玉県県土整備部 河川砂防課 副課長 石田喜代志 様 

 昨年来、埼河連の皆様からは、研究会の相談は受けておりました。24 年度、県庁内部でも 4 回ほどの 

多自然川づくり研究会を開催して、リバーフロロント整備センターからの派遣・自然共生センター萱場さ

んの指導・勉強を受けてきています。県内の東と西の 2 つの河川の事例を出して行ってきましたが、今年

度は事例集などを作ってみたいと考えています。計画（定規）断面だけの計画・工事を進めるのではなく、

見方を変えた川の再生工事を進めて行きたいので、今後とも市民の皆様からの協力をお願いしたいと思っ

ています。 

 

２．埼玉県県土整備部 水辺再生課 主幹  伊田恒弘 様 

 知事が主宰する「川の国応援団」に準じて、H20 年～H23 年まで「100 プラン事業」を展開してきま

した。県内のリーディング事業として、河川 70 箇所・農用水路 30 箇所で実施してきました。 

 H24 年度からは、自治体のまちづくりや観光資源の整備事業と合わせて、「まるごと再生事業」を県内

17 箇所でスタートさせたところです。来年以降工事着工がありますので、この事業を通じて「川の再生」

を行っていきたいと考えております。 

 

３．社団法人埼玉県建設業協会 専務理事 堀本一夫 様 

 埼玉県内の建設業者 420 社で構成しています。河川改修や堤防工事など、県から受注業によって成り立

っており、市民団体さんと一緒に活動しているイベントでは河川の清掃活動などです。川の再生（取組み）

活動では、今後とも一緒に勉強させて戴きたい。 

 

４．一般社団法人埼玉県建設産業団体連合会 常務理事 和田 博 様 

 当連合会は、個人加盟ではなく調査・コンサルタント・測量・造園・施工業者などの埼玉県内企業団体

が加盟している組織です。24 団体が集まっていますので、皆様の研究会に役立つ団体の紹介などへの橋渡

しやお手伝いがあれば、お役に立っていきますのでヨロシクお願い致します。 

  

５．一般社団法人埼玉県測量設計業協会員 東松山測量設計㈱社長 森田昭也 様 

 協会代表ではありませんが、埼測協の紹介を致しますと、40 数社で構成されています。川のまるごと再

生事業では、県行政のお世話になっています。当協会員でも、上流・砂防、中流域、下流域とそれぞれ得

意にしている分野がありますが、県主催のクリーンアップ作戦には 10 数年来お付き合いをしています。 

 測量、地形基礎調査など、基礎データ作成など、ご協力できるものと思っていますので、今後ともご協

力をお願い致します。 

 

Ⅲ．会場からの意見交換など 

川村司会者：自分が属する高麗川の浅川ビオトープ再生事業では、県・施工業者との協議で、護岸の法面  

は真っ平ら過ぎるので、もっと自然な形のグチャグチャなものにしてくれ、と提案をしたのですが、 

工事関係者からは、「そういうスキルはない。検査基準を通るために、定規断面化されたものを作るしか

ないのです」ということで、検査後に市民の要望を入れて「ユンボで削ったり」した事例があった。 

 やはり、計画段階から行政・業者（計画、施工）・市民の三者が集まって対話を進めながら、工事を進

める必要があると思います。 

 会場から、ご意見を頂きたいと思いますので、何方かありませんか？ 

 

赤松祐造運営委員：越戸川の事例ですが、S38 年頃より鉄のパイルで護岸工事を行った「鉄の川」は、 

殆どドブ川になっておりましたので、韓国清渓川（チョン・ゲ・ジョン）のように再生して欲しい旨の 

要望を県に提案したところ、上田知事から 3 日後に返信があり、再生する旨の回答があった。 
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 その後、水辺再生 100 プランにも採用され、朝霞県土整備事務所からは「鉄」の替わりに白いコンク

リート護岸が発注されましたが、市民との話し合いの場を持って、護岸配色は茶色のものにするとか、

河床に変化をもたせ、淵や瀬を形成するなどして、再生事業が実施されました。 

 

藤井運営委員：多自然川づくりの資料-3 の「プロセス（案）」では、埼玉県以外の研究機関やコンサル

タントからの支援・協力があっても宜しいのではないかと思います。 

 

山道省三 NPO 全国水環境交流会代表理事：山本正史代表委員より意見交換を求められたので、この研

究会がスタートするに当り、４つばかりの提案を行ってみます。 

 １．岐阜県や宮崎県の多自然川づくり研究会のように、コンサル・県行政・一部学者を加えて県ごと

の研究会を開いてきましたが、市民・学生が加わっていない。川の地域特性に合わせた研究会・

研修会を開き、市民・学生を交えた「問題解決型」の研修会が良いと思っています。 

 2．県行政の方にお願いしたいのですが、ハードのみの研究ではなく、ソフト面での仕組みづくりを検

討してもらいたい。例えば、入札に関わる評価制度の導入とか、業界の継続的教育とか、です。 

 3．第 140 回国会に提出していました「河川法の一部を改正する法律案」が５月２８日可決成立いた

しました（水防法も含めて）。民主党からの質問の中で、「河川協力団体」があるが、何を意味す

るのかという問いに、政府側として「調査、ゴミ拾い、草刈りなど汗を流す作業など」に対して、

団体認定されれば「費用を支払う」と回答しています。これまでの市民の関わり方に影響を及ぼ

すことになるでしょう（インセンティブを与えるということで・・・・）。 

    国土交通省では、タウンミーティング形式で意見交換して、「協力団体」に何を具体的に依頼・

委託するかは、決めていくとの情報を得ております。 

 4．東京都へも流下している落合川や黒目川を今後どのようにしていくか？埼玉・東京でこのように隣

接する水系では、ネットワークを組んで「水系で物を考える 川の再生」に取り組んでもらいた

い。県民・都民一緒に、一貫した「いい川づくり」が出来るようになると思います。 

 

川村司会者：良い情報提供ありがとうございました。埼河連としても「協力団体」として認定されるよ

うに組織化していきたいし、皆さんのお力添えで豊かな集団にしていきたいと思っています。 

 

Ⅳ．閉会挨拶（若干のまとめ含めて） 

渡辺運営委員：研究会の事務局長を仰せつかっております。若干の方針を申し述べて、まとめ・閉会の

挨拶と致します。 

 1．大石代表からも話されましたように、3 部会で研究会を続行していきたいと思います。上流―下流 

  の利害関係を払拭するために、県行政を越えて東京都民とのネットワークなども活用していきます 

が、まずは部会の中で突出した課題・分野を抱えているところの先行で構わないと思います。 

  2．韓国清渓川と東京の「渋谷川ルネッサンス」では、渋谷川の下水・排水路を開渠にして再生させる 

計画が先だったが、清渓川の 4 年竣工に敗れたことを悔やんでいる記事を目にしました。これらは、 

日本の縦割り行政（河川、下水、都市計画、景観）の弊害だと、尾田さんは書いていました。 

  ３．中流域の多自然川づくりも、想定外の台風・爆弾低気圧等で、２ＷＡＹ方式で残した蛇行河川は 

   流入土砂に埋まって死滅した「蛇行河川」になり、順応型管理手法で浚渫なども必要となってきた。 

  4．工事施工関係者も居られて、お分かりのように未知の分野が横たわっている現場が多いので、今後 

  の 3 回程度の研究会や見学会では、①東京の渋谷川の事例報告（案）②荒川太郎右衛の自然再生 

③都市排水路とは何か？④再生工事の材料や工法などの見学会（案として、国・関東技術事務所） 

等を検討するように致します。 

本日は、ご多忙のところ貴重なお時間を頂きまして、有難うございました。 

（文責：事務局 渡辺 仁） 


